
▼ 「かがわスマートグリーン・バンク（太陽光発電）」の取組み（フロー図）

～香川県内の一般家庭における太陽光発電設備の導入によるCO2削減プロジェクト～
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かがわスマートグリーン・バンク
（太陽光発電）について

⑧収益は県内の環境保全活動等に還元

香川県では、ご家庭の太陽光発電設備で消費した電力のCO2削減量を取りまとめ、
国のＪ－クレジット制度（※）を利用して、クレジット化し、売却して得られる収益を
県内の環境保全活動等に活用する取組みを実施しています。

この会へご入会いただける方を募集しておりますので、ご協力をお願いいたします。

（※）Ｊ－クレジット制度とは、再生可能エネルギー等による温室効果ガスの排出削減量を
「クレジット」として国が認証する制度です。
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▼ 手続の流れ

①入会届の提出

○入会届に必要事項を記載の上、ご提出ください。

※以下の方は入会できませんので、ご注意ください。
・個人事業主（アパート経営者等）、法人が住宅に太陽光発電を設置した場合
・住宅が店舗兼用となっている場合
・太陽光発電設備が既存又は滅失している若しくは処分しようとしている場合

②削減活動の実施

③発電量・売電量の報告

○太陽光発電設備からの電気を自家消費することで、CO2量を削減します。

○ＣＯ２削減量を算定するため、自家消費量の実績（累計発電電力量及び累計売電電力量）
をご報告いただきます。

※特に必要な手続き等はございません。

▼ 留意事項

○かがわスマートグリーン・バンク（太陽光発電）の入会にあたり、会費等は一切かかりません。

○本会の取組みにより得られる収益は、県内の環境保全活動等に活用させていただきます。

※年１回、無作為に抽出された会員へ報告依頼を行いますので、ご協力お願いします。

○本会の存続期間は、Ｊ－クレジット制度の実施期間である２０３１年３月３１日までです。
ただし、実施期間が延長された場合、本会の存続期間を延長する場合があります。

【お問い合わせ先】 香川県環境森林部環境政策課
Tel: 087-832-3851 Mail: kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp

※詳細については、本会規約をご覧ください。
ご不明点な点がありましたら、以下までお問い合わせください。

※報告時期、方法は別途お知らせいたします。


